
行政職俸給表（一）

俸　給　表　の　見　方

■   行政職俸給表（二）は全て掲載。医療職俸給表（二）・（三）は５級まで掲載。

（他の俸給表につきましては、各単組にお問い合わせください。）

120
120
120
120

1,621
1,632
1,644
1,655

1,501
1,512
1,524
1,535

Ⅰ　民間給与との比較に基づく給与改定等
　１　民間給与との比較

　　約11,900民間事業所の約46万人の個人別給与を調査（完了率82.6％）

<月 例 給>　公務と民間の４月分の給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士を比較
　 ○　民間給与との較差　3,869円（0.96％）
　　〔行政職俸給表（一）適用職員…現行給与 404,015円、平均年齢 42.4歳〕

<ボーナス>　昨年８月から本年７月までの直近１年間の民間の支給実績（支給割合）と公務の年間の平均支給月数を比較
　 ○　民間の支給割合　4.49月〔公務の平均支給月数 4.40月〕

２　給与改定の内容と考え方
<月 例 給>
　 ○　俸給表
・　民間企業における初任給の動向や、公務において人材確保が喫緊の課題であること等を踏まえ、一般職試験（高卒者）7.8％
[12,000円]、一般職試験（大卒程度）5.9％[11,000円]を引上げ

・　初任給を始め若年層に重点を置き、そこから改定率を逓減させる形で引上げ改定（平均改定率：全体 1.1％[１級 5.2％、２級 2.8％、
３級 1.0％、４級 0.4％、５級以上 0.3％]）《例：行政職（一）５級93号の場合：1,000円引上げ》

・　定年前再任用短時間勤務職員の基準俸給月額について、各級の改定額を踏まえ、所要の引上げ改定
<ボーナス>
　民間の支給状況に見合うよう引上げ　年間4.40月分→4.50月分

　　　

<実施時期>
　　　・月例給：令和５年４月１日　　・ボーナス：法律の公布日

３　在宅勤務等手当の創設　　手当額：3,000円／月（2024年４月１日～）
　住居その他これに準ずる場所で一定期間以上継続して１箇月当たり10日を超えて正規の勤務時間の全部を勤務することを命ぜられ
た職員に支給
　なお、在宅勤務等手当新設に伴う通勤手当の取扱いは以下のとおり（報告）
　交通機関利用：平均１箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等相当額を支給
　交通用具利用：自動車等の使用距離に応じて定める額から100分の50を乗じた額を減じた額を支給

１　給与アップデートの骨格
　令和６年にその時点で必要な措置の成案を示し、施策を講ずることを念頭。
　65歳定年の完成を視野に入れた60歳前・60歳超の各職員層の給与水準（給与カーブ）の在り方は、公務における人事管理のあり
方の変化、民間における給与水準の状況を注視しつつ、職員の役割・貢献に応じた処遇の確保の観点から、引き続き検討。

２　柔軟な働き方を実装するための制度改革の推進等

2023人事院勧告にかかる自治労岩手県本部声明
　人事院は、８月７日、月例給0.96％（3,869円）の引き上げと一時金支給月数を0.10
月分引き上げる勧告、勤務時間に関する勧告、「社会と公務の変化に応じた給与制度
の整備」および柔軟な働き方等を含む公務員人事管理に関する報告を行った。
　俸給表改定は、大卒初任給11,000円、高卒初任給12,000円引き上げ、若年層に重点
を置き、改定率を逓減させる形で俸給表全体を引き上げることとされた。昨年に引き
続き初任給、月例給、一時金が引き上げられ、一時金の引き上げが期末手当にも配分
されたことは、組合員の期待に一定応えた内容といえる。
　自治労・公務員連絡会は、物価高騰下における全世代の賃金引き上げを求めて署名
行動に取り組み、683,141筆（うち自治労576,733筆、県本部4,400筆）の組合員の声を
背景に粘り強く交渉を進めた。月例給の引き上げは、強く要求してきた内容であり、
人材確保の観点からも一定評価はできる。しかし、引き上げ率が0.96％にとどまった
ことは、物価高騰下での組合員の厳しい生活実態を踏まえれば、納得できるものでは
ない。
　公務員人事管理に関する報告で、「社会と公務の変化に応じた給与制度の整備」骨
格案について、①人材確保への対応としての初任給近辺の俸給月額引き上げと係長・
上席補佐層の俸給の最低水準引き上げ等、②組織パフォーマンスの向上策としての地
域手当の大括り化等、③働き方の多様化対応としての扶養手当の見直し等が示された。
2024年勧告で示される成案に対し協議が進められるが、全世代のモチベーション向上
につながる給与制度を強く求める。地域手当は格差が一層縮小されるよう人事院、総
務省に求めていく。
　勤務時間に関連して、フレックスタイムの更なる柔軟化（ゼロ割振り日の追加）の
ための勤務時間法の改正が勧告され、勤務間インターバルの努力義務規定、夏季休暇
の使用可能期間および交替制勤務者の年次休暇の使用単位の見直し等が示された。柔
軟な働き方の実現は人員体制の充足が大前提となる。勤務間インターバルについて、
インターバルで出勤時間が所定労働時間の開始時間を超える場合、その時間を勤務し
たものとして取り扱うこと等を求めるなど、本格的導入にむけて実効性ある制度とし
て確立するよう人員確保と併せて求める。
　今後は、県人事委員会勧告にむけた取り組みに移る。人事委員会に対して、会計年
度任用職員を含む全職員について、４月に遡っての月例給及び一時金の引き上げを求
め、労使交渉を強化し、給与水準の改善をはかる。労働基本権の代償措置を適切に実
行する機関としての県人事委員会が、公務労働者の奮闘と生活における苦悩を受け止
め、組合員の要求を踏まえた勧告を行うよう取り組みを強化する。さらに、会計年度
任用職員の勤勉手当について、すべての自治体で2024年４月から常勤職員と同月数の
支給が実現できるよう条例化の取り組みを進める。自治労運動の基本である「自らの
賃金・労働条件は、労使交渉によって決定する」という原則をさらに徹底し、県人事
委員会闘争、2023確定闘争、現業・公企統一闘争の前進にむけ、組織の全力をあげて
取り組む。

　　２０２３年８月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自治労岩手県本部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執行委員長　伊藤　裕一

給 与 勧 告 の 骨 子
○　本年の給与勧告のポイント　～過去５年の平均と比べ、約10倍のベースアップ～
①　民間給与との較差：3,869円[0.96％]を解消するため、初任給を高卒：約８％[12,000円]､大卒：約６％[11,000円]
引き上げる等、俸給表を引上げ改定
②　ボーナスを0.10月分引上げ、民間の支給状況等を踏まえて期末手当及び勤勉手当に0.05月分ずつ均等に配分
③　テレワーク中心の働き方をする職員の光熱・水道費等の負担軽減のため、在宅勤務等手当を新設[月額：3,000円] 

（一般の職員の支給月数）　　　　　　　　　 ＋0.10月（期末手当、勤勉手当各0.05月）

令和５年度　期末手当
　　　　　　勤勉手当
　　６年度　期末手当
　　　以降　勤勉手当

 1.20月（支給済み）
 1.00月（支給済み）
 1.225月
 1.025月

 1.25月（現行1.20月）
 1.05月（現行1.00月）
 1.225月
 1.025月

６月期 12月期

（定年前再任用短時間勤務職員の支給月数）　＋0.05月（期末手当、勤勉手当各0.025月）

令和５年度　期末手当
　　　　　　勤勉手当
　　６年度　期末手当
　　　以降　勤勉手当

 0.675月（支給済み）
 0.475月（支給済み）
 0.6875月
 0.4875月

 0.70月（現行0.675月）
 0.50月（現行0.475月）
 0.6875月
 0.4875月

６月期 12月期

・役割や活躍に応じた処遇

・職員の選択を後押しする給与制度上の
　措置

・円滑な配置への対応

・初任給、若手・中堅優秀者の俸給額の最低水準引上げ
・最優秀者のボーナス上限引上げ

・扶養手当：配偶者等の手当を見直す一方、子の手当を増額
・ライフスタイルの多様化を踏まえた単身赴任手当の見直し

・地域手当：級地区分の設定の広域化など大くくりな調整方法に見直し（人事異動時
　の影響緩和・給与関係事務の負担軽減）
・新幹線通勤に係る通勤手当額見直し（広域異動の円滑化）
・定年前再任用短時間勤務職員等の手当支給範囲の拡大

【見直しの骨格・論点】【給与上対応すべき課題】

・フレックスタイム制の見直し

・夏季休暇の使用可能期間等の見直し

・勤務間インターバル確保

・育児介護等職員以外の職員（一般職員）にも勤務時間の総量を維持したうえで、週
　１日を限度に勤務時間を割り振らない日を設定する措置等を拡充
　⇒「職員の勤務時間の改定に関する勧告」を実施。勤務時間管理システム改修に対
　応し、2025年４月実施

・夏季休暇に関し、７～９月期間内に休暇使用が困難な職員について、前後各１月の
　利用拡大（６月・10月）
・年次休暇に関し、交替制等勤務職員は15分を単位に休暇使用を可能に
　（いずれも2024年１月施行）

・人事院規則に新たな努力義務を規定（2024年４月施行）

【改正内容】【項目】
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